
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
要
綱

第
一

地
方
税
法
施
行
令
に
関
す
る
事
項

一

道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税

１

所
得
控
除
の
対
象
と
な
る
医
療
費
の
範
囲
に
介
護
福
祉
士
等
が
診
療
の
補
助
と
し
て
行
う
喀
痰
吸
引
等
に
係
る
費
用

か
く
た
ん

の
自
己
負
担
分
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
七
条
の
十
四
及
び
第
四
十
八
条
の
七
関
係
）

２

給
与
支
払
報
告
書
又
は
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
を
光
デ
ィ
ス
ク
等
に
よ
り
市
区
町
村
に
提
出
す
る
場
合
に
お
け
る

市
区
町
村
長
の
承
認
に
つ
い
て
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
四
十
八
条
の
九
の
八
関
係
）

二

事
業
税

電
気
供
給
業
を
行
う
法
人
の
事
業
税
の
課
税
標
準
で
あ
る
収
入
金
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
控
除
さ
れ
る
収
入
金

額
の
範
囲
に
、
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
規
定
す
る
賦
課
金
を

追
加
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三

不
動
産
取
得
税

１

老
人
居
宅
介
護
等
事
業
、
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
老
人
短
期
入
所
事
業
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
及
び



認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
の
用
に
供
す
る
不
動
産
に
係
る
不
動
産
取
得
税
の
非
課
税
措
置
に
つ
い
て
、
そ

の
対
象
と
な
る
事
業
に
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
福
祉
事
業
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
六
条
の
十
関
係
）

２

新
関
西
国
際
空
港
株
式
会
社
等
が
、
関
西
国
際
空
港
及
び
大
阪
国
際
空
港
の
一
体
的
か
つ
効
率
的
な
設
置
及
び
管
理
に

関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
一
定
の
不
動
産
に
係
る
不
動
産
取
得
税
の
非
課
税
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の

対
象
と
な
る
不
動
産
の
細
目
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
三
十
七
条
の
五
の
二
関
係
）

３

生
前
一
括
贈
与
に
よ
り
取
得
す
る
農
地
等
に
係
る
徴
収
猶
予
措
置
に
つ
い
て
、
徴
収
猶
予
を
十
年
以
上
（
貸
付
け
時
に

お
い
て
六
十
五
歳
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
二
十
年
以
上
）
受
け
て
い
る
者
が
、
農
業
経
営
強
化
促
進
法
の
規
定
に
基
づ

き
農
地
等
の
貸
付
け
を
行
い
徴
収
猶
予
の
継
続
が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
、
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
届
出
書
に
関

す
る
細
目
等
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
条
関
係
）

４

特
例
民
法
法
人
か
ら
移
行
し
た
一
定
の
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
が
平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日
前
か
ら

設
置
し
て
い
る
図
書
館
、
博
物
館
及
び
幼
稚
園
に
お
い
て
直
接
そ
の
用
に
供
す
る
不
動
産
に
係
る
不
動
産
取
得
税
の
非

課
税
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
法
人
の
細
目
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
十
三
条
関
係
）

５

居
住
困
難
区
域
内
に
所
在
し
て
い
た
家
屋
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
取
得
さ
れ
た
家
屋
に
係
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税



標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
所
有
者
の
細
目
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
三
十
一
条
関
係
）

６

居
住
困
難
区
域
内
に
所
在
し
て
い
た
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
土
地
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
取
得
さ
れ
た

土
地
に
係
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
所
有
者
の
細
目
を
定
め
る
こ
と

。
（
附
則
第
三
十
一
条
関
係
）

７

居
住
困
難
区
域
内
に
所
在
し
て
い
た
農
用
地
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
取
得
さ
れ
た
農
用
地
に
係
る
不
動
産
取
得
税
の

課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
所
有
者
の
細
目
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
三
十
一
条
関
係
）

８

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
災
し
た
鉄
道
事
業
法
に
規
定
す
る
第
一
種
鉄
道
事
業
者
が
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
鉄
道

事
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
鉄
道
施
設
で
あ
っ
て
同
法
に
規
定
す
る
鉄
道
事
業
の
休
止
等
の
届
出
に

係
る
も
の
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
取
得
さ
れ
た
土
地
に
係
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ

の
対
象
と
な
る
鉄
道
施
設
等
の
細
目
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
三
十
一
条
の
二
関
係
）

四

自
動
車
取
得
税

１

対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
取
得
さ
れ
た
自
動
車
に
係
る
自
動
車
取
得
税
の
特
例
措
置

に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
者
の
範
囲
を
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
又
は
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車



に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
対
象
区
域
内
自
動
車
の
自
動
車
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
っ
た
日
に
お

け
る
所
有
者
、
当
該
所
有
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
相
続
人
、
当
該
所
有
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
け

る
合
併
法
人
等
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
三
十
二
条
関
係
）

五

軽
油
引
取
税

１

次
に
掲
げ
る
軽
油
の
引
取
り
に
つ
い
て
、
課
税
免
除
の
特
例
措
置
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
条
の

二
の
二
関
係
）

一

電
気
通
信
事
業
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
事
業
者
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
が
同
法
第
二
条
第

二
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
の
電
源
の
用
途
（
通
常
の
電
力
の
供
給
が
断
た
れ
た

場
合
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
の
用
途
に
限
る
。
）
に
供
す
る
軽
油
の
引
取
り

二

放
送
法
第
二
条
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
事
業
者
又
は
同
条
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
局
提

供
事
業
者
が
同
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
放
送
の
用
に
供
す
る
施
設
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
の
電
源
の
用

途
に
供
す
る
軽
油
の
引
取
り

三

建
設
用
粘
土
製
品
製
造
業
を
営
む
者
が
建
設
用
粘
土
製
品
（
粘
土
か
わ
ら
及
び
陶
管
に
限
る
。
）
の
製
造
工
程
に



お
け
る
焼
成
及
び
乾
燥
の
用
途
に
供
す
る
軽
油
の
引
取
り

四

鉄
鋼
業
を
営
む
者
が
ペ
レ
ッ
ト
、
連
続
鋳
造
鋼
片
、
条
鋼
等
の
製
造
工
程
に
お
け
る
熱
処
理
、
焼
鈍
、
加
熱
及
び

乾
燥
の
用
途
に
供
す
る
軽
油
の
引
取
り

五

自
動
車
教
習
所
業
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
営
む
者
が
当
該
者
の
道
路
交
通
法
第
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
指
定
を
受
け
た
同
法
第
九
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
教
習
所
に
お
い
て
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る

技
能
の
教
習
の
た
め
に
使
用
す
る
教
習
指
導
員
等
が
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
応
急
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き

る
装
置
等
を
備
え
た
機
械
の
動
力
源
の
用
途
に
供
す
る
軽
油
の
引
取
り

六

ゴ
ル
フ
場
業
を
営
む
者
が
ゴ
ル
フ
場
に
お
い
て
専
ら
当
該
ゴ
ル
フ
場
の
整
備
の
た
め
に
使
用
す
る
芝
生
を
刈
り
込

む
た
め
の
装
置
を
備
え
た
機
械
、
刈
り
込
ん
だ
芝
生
を
回
収
す
る
た
め
の
装
置
を
備
え
た
機
械
等
の
動
力
源
の
用
途

に
供
す
る
軽
油
の
引
取
り

２

課
税
免
除
の
特
例
措
置
に
係
る
軽
油
の
引
取
り
を
行
お
う
と
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
有
効
期
間
は
、

道
府
県
知
事
が
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
日
が
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
経
過
す
る
場
合
に
は
、
同
日
と

す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
条
の
二
の
二
関
係
）



六

固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税

１

老
人
居
宅
介
護
等
事
業
、
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
老
人
短
期
入
所
事
業
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
及
び

認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
非
課
税
措

置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
事
業
に
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
福
祉
事
業
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
九
条
の
十
五
関
係

）
２

新
関
西
国
際
空
港
株
式
会
社
が
所
有
し
、
又
は
関
西
国
際
空
港
及
び
大
阪
国
際
空
港
の
一
体
的
か
つ
効
率
的
な
設
置
及

び
管
理
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
指
定
会
社
か
ら
借
り
受
け
る
固
定
資
産
の
う
ち
、
直
接
本
来
の
事
業
の
用
に
供
す
る

一
定
の
固
定
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
資
産

の
細
目
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
五
十
二
条
の
十
の
七
関
係
）

３

鉄
道
事
業
者
等
が
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
鉄
道
施
設
等
を
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す

る
法
律
に
規
定
す
る
公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
実
施
す
る
一
定
の
鉄
道
駅
等
の
改
良
工
事
に

よ
り
取
得
し
た
一
定
の
家
屋
及
び
償
却
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て

、
そ
の
対
象
と
な
る
資
産
の
細
目
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）



４

北
海
道
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
等
が
所
有
し
又
は
借
り
受
け
て
い
る
一
定
の
固
定
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市

計
画
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
資
産
か
ら
、
借
り
受
け
る
固
定
資
産
の
う
ち
旅
客
自

動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
外
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
一
条
の
二
関
係
）

居
住
困
難
区
域
内
に
所
在
し
て
い
た
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
土
地
で
平
成
二
十
三
年
度
分
の
固
定
資
産

５
税
に
つ
い
て
住
宅
用
地
に
係
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置
の
適
用
を
受
け
た
も
の
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
取
得
さ
れ
た
土

地
を
住
宅
用
地
と
み
な
す
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
所
有
者
の
細
目

を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
三
十
三
条
関
係
）

６

居
住
困
難
区
域
内
に
所
在
し
て
い
た
家
屋
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
取
得
さ
れ
た
家
屋
に
係
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市

計
画
税
の
減
額
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
所
有
者
の
細
目
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
三
十
三
条
関
係
）

７

居
住
困
難
区
域
内
に
所
在
し
て
い
た
償
却
資
産
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
取
得
さ
れ
た
償
却
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
所
有
者
の
細
目
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
三
十
三
条
関
係

）

七

軽
自
動
車
税



１

対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
軽
自
動
車
等
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
取
得
さ
れ
た
軽
自
動
車
等
に
係
る
軽
自
動
車
税
の
特

例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
者
の
範
囲
を
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
軽
自
動
車
等
又
は
対
象
区
域
内
用
途
廃

止
等
軽
自
動
車
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
対
象
区
域
内
軽
自
動
車
等
の
自
動
車
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の

公
示
が
あ
っ
た
日
に
お
け
る
所
有
者
、
当
該
所
有
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
相
続
人
、
当
該
所
有
者
が
法

人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
合
併
法
人
等
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
三
十
四
条
関
係
）

八

事
業
所
税

社
会
福
祉
法
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
一
定
の
施
設
に
係
る
非
課
税
措
置
に
つ
い
て
、
対
象
と
な
る
事

業
に
同
法
に
掲
げ
る
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
福
祉
事
業
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
五
十
六
条
の
二
十
六
の
五
関
係
）

第
二

そ
の
他

１

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

２

前
記
第
一
の
二
、
第
一
の
三
の
２
及
び
第
一
の
六
の
２
の
改
正
は
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
、
第
一
の
一
の
２
の

改
正
は
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
、
そ
の
他
の
改
正
は
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


